
 

令和４年第１回別府市議会定例会 

議案（条例・その他）の概要 

 

 

議第１８号 別府市個人情報保護条例の一部改正について 

議第１９号 別府市国民保護協議会条例の一部改正について 

議第２０号 別府市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

議第２１号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部改正について 

議第２２号 特別職の常勤職員の給与及び旅費に関する条例等の一部改正につい

て 

議第２３号 別府市職員の給与に関する条例等の一部改正について 

議第２４号 別府市学校給食運営委員会条例の制定について 

議第２５号 別府市市民会館の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

議第２６号 別府市子ども医療費の助成に関する条例の一部改正について 

議第２７号 別府市国民健康保険税条例の一部改正について 

議第２８号 別府市野菜集出荷場の設置及び管理に関する条例の廃止について 

議第２９号 別府市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

議第３０号 別府市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部改

正について 

議第３１号 別府市消防団条例の一部改正について 

議第３２号 別府市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 

議第３３号 市道路線の認定及び廃止について 

議第３４号 別府市営ウエイトリフティング場の長期かつ独占的な利用について 

議第３５号 市長専決処分について 
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議第１８号  

   別府市個人情報保護条例の一部改正について  

１ 趣旨 

  デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和３年法

律第３７号）により、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成

１５年法律第５８号）及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する

法律（平成１５年法律第５９号）が廃止され、これらの法律に定められていた

事項は個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）に定められた

ことに伴い、条例を改正します。  

２ 議案の内容  

 (1) 引用する法律を廃止される法律から個人情報の保護に関する法律に改め

ます。（第２条関係） 

 (2) 引用する条の移動に伴い、所要の改正をします。（第１５条関係）  

３ 施行期日 令和４年４月１日  

４ 担当課 総務部総務課  

 

議第１９号  

   別府市国民保護協議会条例の一部改正について  

１ 趣旨 

  武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保

に関する法律（平成１５年法律第７９号）の一部が改正され、題名等が改めら

れたことに伴い、条例を改正します。  

２ 議案の内容  

  引用する法律の改称及び号の移動に伴い、所要の改正をします。（第３条関係） 

３ 施行期日 公布の日  

４ 担当課 防災局防災危機管理課  

 

議第２０号  

   別府市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について  

１ 趣旨 

  非常勤職員の育児休業の取得要件を緩和すること等に伴い、条例を改正しま

す。 

２ 議案の内容  

 (1) 非常勤職員が育児休業又は部分休業を取得する場合の要件のうち、任命権
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者を同じくする職等に引き続き在職した期間が１年以上であることを削り

ます。（第２条、第８条の２関係） 

 (2) 育児休業を取得しやすい勤務環境の整備に関する措置等を定めます。（第

１２条、第１３条関係） 

３ 施行期日 令和４年４月１日  

４ 担当課 総務部職員課  

 

議第２１号  

   特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正について 

１ 趣旨 

  乳幼児健診嘱託医の報酬の額を改定することに伴い、条例を改正します。  

２ 議案の内容  

  乳幼児健診嘱託医の報酬を「３時間以内につき ２２，０００円」から「３

時間以内につき ２５，０００円」に改めます。（別表関係） 

３ 施行期日 令和４年４月１日  

４ 担当課 いきいき健幸部健康推進課  

 

議第２２号  

   特別職の常勤職員の給与及び旅費に関する条例等の一部改正について  

１ 趣旨 

  特別職の常勤職員等に支給する期末手当の額を改定することに伴い、次に掲

げる条例を改正します。  

 (1) 特別職の常勤職員の給与及び旅費に関する条例  

 (2) 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例  

 (3) 別府市教育委員会教育長の給与等に関する条例  

２ 議案の内容  

 (1) 特別職の常勤職員等に支給する期末手当の支給率を１００分の１６７．５

から１００分の１６２．５に改定します。  

 (2) 令和４年６月に支給する期末手当の額は、改正後の規定により算定される

期末手当の額から、令和３年１２月に支給された期末手当の額に１６７．５

分の１０を乗じて得た額を減じた額とします。（附則第２項関係）  

３ 施行期日 令和４年４月１日  

４ 担当課 総務部職員課  
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議第２３号  

   別府市職員の給与に関する条例等の一部改正について 

１ 趣旨 

  国家公務員及び大分県職員の給与改定等を踏まえ、一般職の職員に支給する

期末手当の額を改定すること等に伴い、条例を改正します。  

２ 議案の内容  

 第１条 別府市職員の給与に関する条例の一部改正  

  ア 期末手当の支給率を 127.5/100 から 120/100（再任用職員にあっては、

72.5/100 から 67.5/100）に改定します。（第１６条関係）  

  イ ５５歳を超える職員の昇給は、勤務成績が極めて良好又は特に良好であ

る場合に限ります。（第５条関係）  

 第２条 別府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正  

  ア 特定任期付職員に係る期末手当の支給率を 167.5/100 から 162.5/100 に

改定します。（第８条関係）  

 第３条 別府市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正  

  ア フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員に係る

期末手当の支給率の上限を 127.5/100 から 120/100 に改定します。（第１

５条、第２５条関係）  

 附則第３項 令和４年６月に支給する期末手当に関する特例措置  

  会計年度任用職員を除き、令和４年６月に支給する期末手当の額は、改正後

の規定により算定される期末手当の額から、令和３年１２月に支給された期末

手当の額に 15/127.5（再任用職員にあっては 10/72.5）を乗じて得た額を減じ

た額とします。  

３ 施行期日 令和４年４月１日  

４ 担当課 総務部職員課  

 

議第２４号  

   別府市学校給食運営委員会条例の制定について  

１ 趣旨 

  学校給食の運営に関する重要な事項について調査及び審議をする別府市学校

給食運営委員会を設置することに伴い、条例を制定します。  

２ 議案の内容  

 (1) 第１条に別府市学校給食運営委員会の設置を規定し、第２条以下に所掌事
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務、組織、任期等、専門委員、部会等を規定します。  

 (2) 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１

年別府市条例第２５号）の別表に別府市学校給食運営委員会の委員及び専門

委員の報酬（日額 ４，９００円）及び費用弁償を定めます。（附則第２項関

係） 

３ 施行期日 令和４年４月１日  

４ 担当課 教育部教育政策課  

 

議第２５号  

   別府市市民会館の設置及び管理に関する条例の一部改正について  

１ 趣旨 

  別府市市民会館の舞台器具、照明器具及び音響器具の使用料を見直すことに

伴い、条例を改正します。  

２ 議案の内容  

  フロントライト、ＬＥＤスポットライト等の使用料を定めます。（別表関係） 

３ 施行期日 令和４年４月１日  

４ 担当課 教育部社会教育課  

 

議第２６号  

   別府市子ども医療費の助成に関する条例の一部改正について 

１ 趣旨 

  市町村民税の課税世帯に属する小中学生の通院に係る医療費の助成を行うこ

とに伴い、条例を改正します。  

２ 議案の内容  

 (1) 第２条第１０号を次のように改めます。  

  (10) 助成対象保険給付 未就学児に係る入院及び通院並びに小中学生に係

る入院（非課税世帯小中学生にあっては、入院及び通院）子どもに係る入

院及び通院に対する保険給付をいう。  

 (2) 助成対象者は、助成対象保険給付（通院に対するものに限る。）を受けた

ときは、通院１回につき 500円を一部自己負担金として支払います。ただし、

次の場合は、支払を要しません。（第４条の２関係）  

  ア 未就学児が保険給付を受けるとき。  

  イ 市町村民税非課税世帯小中学生が保険給付を受けるとき。 

  ウ 市町村民税課税世帯小中学生が保険薬局から薬剤の支給を受けるとき。  
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  エ 市町村民税課税世帯小中学生が一の月内に同一の保険医療機関等におい

て受けた通院に対する保険給付が４回を超えるとき（当該回数を超える保

険給付に係るものに限る。）。  

３ 施行期日 令和４年１０月１日 

４ 担当課 市民福祉部子育て支援課  

 

議第２７号  

   別府市国民健康保険税条例の一部改正について  

１ 趣旨 

  国民健康保険税の基礎課税額の世帯別平等割額を改定すること及び全世代対

応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律（令

和３年法律第６６号）により地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の一部が

改正され、未就学児に係る被保険者均等割額の減額が定められたことに伴い、

条例を改正します。  

２ 議案の内容  

 (1) 国民健康保険税の基礎課税額の世帯別平等割額を次のように改定します。

（第７条関係）  

区分 現行 改正案 

特定世帯等以外の世帯  ２３，０００円  ２０，０００円  

特定世帯 １１，５００円  １０，０００円  

特定継続世帯  １７，２５０円  １５，０００円  

 (2) 納税義務者の属する世帯内に未就学児がある場合における当該納税義務

者に対して課する被保険者均等割額（未就学児につき算定した被保険者均等

割額（総所得金額等に応じた減額規定の適用がある場合にあっては、その減

額後の被保険者均等割額）に限る。）は、当該被保険者均等割額に１０分の５

を乗じて得た額を減額することとします。（第２５条第２項関係）  

３ 施行期日 令和４年４月１日  

４ 担当課 いきいき健幸部保険年金課  

 

議第２８号  

   別府市野菜集出荷場の設置及び管理に関する条例の廃止について  

１ 趣旨 

  別府市浜脇野菜集出荷場を廃止することに伴い、条例を廃止します。 

２ 施行期日 公布の日  



6 

３ 担当課 観光・産業部農林水産課  

 

議第２９号  

   別府市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について  

１ 趣旨 

  亀川地区市営住宅集約建替事業の実施により既存の市営住宅を廃止すること

に伴い、条例を改正します。  

２ 議案の内容  

  （旧）市営亀川住宅 A の項から（旧）市営亀川住宅 E の項まで、市営内竈住

宅の項及び市営浜田住宅の項を削ります。（別表関係） 

３ 施行期日 令和４年４月１日  

４ 担当課 建設部施設整備課  

 

議第３０号  

   別府市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部改正に

ついて 

１ 趣旨 

  地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第７条ただし書及び地方公営

企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第８条の２の規定により上下水道

事業に管理者を置かないものとすることに伴い、条例を改正します。 

２ 議案の内容  

 (1) 上下水道事業に管理者を置かないものとします。（第４条第１項関係）  

 (2) 別府市上下水道企業管理者の給与及び旅費に関する条例を廃止します。

（附則第３項関係）  

 (3) 別府市個人情報保護条例等について「市長」を「市長（上下水道事業の管

理者の権限を行う市長を含む。）」に改める等、所要の改正をします。（附則第

４項から第１７項まで関係）  

３ 施行期日 令和４年４月１日  

４ 担当課 上下水道局総務課  

 

議第３１号  

   別府市消防団条例の一部改正について  

１ 趣旨 

  消防団員の処遇の改善を図るため報酬額を見直すこと等に伴い、条例を改正
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します。 

２ 議案の内容  

 (1) 消防団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とします。（第１２条関係）  

 (2) 年額報酬の一部を次のように改定します。（別表関係）  

職別 現行 改正案  

班長 ３６，０００円  ３７，０００円  

団員 ３４，０００円  ３６，５００円  

 (3) その他字句の整理をします。  

３ 施行期日 令和４年４月１日  

４ 担当課 消防本部庶務課  

 

議第３２号  

   別府市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について  

１ 趣旨 

  年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律（令和２年

法律第４０号）により消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律（昭

和３１年法律第１０７号）の一部が改正され、傷病補償年金等を受ける権利を

担保に供することができる特例が廃止されたことに伴い、条例を改正します。  

２ 議案の内容  

  第３条第２項を次のように改めます。  

 ２ 損害補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえること

はできない。ただし、傷病補償年金又は年金である障害補償若しくは遺族補

償を受ける権利を国民金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する

場合は、この限りでない。  

３ 施行期日 令和４年４月１日  

４ 担当課 消防本部庶務課  

 

議第３３号 

   市道路線の認定及び廃止について  

１ 趣旨 

  道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項及び第１０条第３項の規

定に基づき、市道路線を認定及び廃止することについて、議会の議決を求めま

す。 

２ 議案の内容  
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  認定路線 朝見川南通３号線ほか１４路線 

  廃止路線 宮園３号線ほか６路線 

３ 担当課 建設部都市整備課 

 

議第３４号  

   別府市営ウエイトリフティング場の長期かつ独占的な利用について  

１ 趣旨 

  長期かつ独占的な利用をさせることについて、議会の議決に付すべき公の施

設の利用及び廃止に関する条例（平成２年別府市条例第１８号）第２条の規定

により、議会の議決を求めます。  

２ 議案の内容  

  別府市営ウエイトリフティング場を別府市ウエイトリフティング協会に令和

４年４月１日から令和９年３月３１日まで長期かつ独占的な利用をさせます。  

３ 担当課 いきいき健幸部スポーツ推進課  

 

議第３５号  

   市長専決処分について 

１ 趣旨 

  新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市民の暮らしを支える支援を行う

とともに、感染拡大防止の徹底を図るため、地方自治法第１７９条第１項の規

定に基づき、市長において専決処分したので、同条第３項の規定により議会に

報告し、その承認を求めます。  

２ 議案の内容  

 (1) 処分事項 令和３年度別府市一般会計補正予算（第１２号）  

 (2) 処分年月日 令和４年２月１８日  

３ 担当課 観光・産業部産業政策課  


